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お
も
な
内
容 

　議員が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されていま
す。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。時候のあい
さつ状（答礼のための自筆によるものは除く）を出すことも禁止されて
います。区民の皆様のご理解をお願いいたします。 

議員の寄附行為等は禁止されています 

　
平
成
21
年
第
一
回
定
例
会
は
、
２
月
12
日
か
ら
３
月
13
日
ま
で
の
30
日
間
の

会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。 

　
定
例
会
の
初
日
に
区
長
か
ら
、
「
平
成
21
年
度
予
算
」
「
緊
急
経
済
対
策
」

「
安
全
・
安
心
施
策
の
推
進
」
「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計

画
」
「
ア
ニ
メ
産
業
の
振
興
」
な
ど
に
つ
い
て
の
所
信
表
明
が
あ
り
、
こ
れ
を

受
け
て
11
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。 

　
議
案
と
し
て
区
長
か
ら
、
「
平
成
21
年
度
練
馬
区
一
般
会
計
予
算
」
「
練
馬

区
立
地
域
集
会
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
48
議
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
か
ら
は
「
練
馬
区
議
会
事
務
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
の
１
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

　
審
議
の
結
果
、
区
長
提
出
48
議
案
と
議
員
提
出
１
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決

し
ま
し
た
。 

定 

例 

会 

の 

概 

要 

定 

例 

会 

の 

概 

要 

平
成
21
年
度 

　
　
　
　
予
算
予
算
を
可
決 

平
成
21
年
度 

　
　
予
算
を
可
決 
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す
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一
般
会
計
予
算
２
１
４
３
億
３
８
６
１
万
円

般
会
計
予
算
２
１
４
３
億
３
８
６
１
万
円 

一
般
会
計
予
算
２
１
４
３
億
３
８
６
１
万
円 

会  議  の  開  催  状  況 会  議  の  開  催  状  況 
2
月
12
日（
木
）議
会
運
営
委
員
会
 

　
　
　
　
　
　
本
会
議（
所
信
表
明
、議
案
上
程
等
） 

　
　
　
　
　
　
予
算
特
別
委
員
会
 

　
　
13
日（
金
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

　
　
16
日（
月
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

　
　
17
日（
火
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

　
　
18
日（
水
）常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
19
日（
木
）特
別
委
員
会（
4
委
員
会
） 

　
　
20
日（
金
）特
別
委
員
会（
2
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
23
日（
月
）〜
27
日（
金
）予
算
特
別
委
員
会
 

3
月
2
日（
月
）議
会
運
営
委
員
会
 

　
　
　
　
　
　
予
算
特
別
委
員
会
 

　
　
3
日（
火
）本
会
議（
追
加
上
程
） 

　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会（
2
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
議
会
運
営
委
員
会
 

　
　
　
　
　
　
本
会
議（
先
議
） 

　
　
4
日（
水
）〜
6
日（
金
）予
算
特
別
委
員
会
 

　
　
9
日（
月
）特
別
委
員
会（
1
委
員
会
） 

　
　
10
日（
火
）常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
特
別
委
員
会（
2
委
員
会
） 

　
　
11
日（
水
）予
算
特
別
委
員
会
 

　
　
13
日（
金
）議
会
運
営
委
会
 

　
　
　
　
　
　
本
会
議（
議
決
） 
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